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衆
議
院
議
員
松
野
信
夫
君
提
出
金
融
庁
監
督
当
局
の
金
融
検
査
（
過
剰
融
資
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
融
資
に
関
す
る
検
査
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
一
年
金
検
第
百
七
十
七

号
金
融
監
督
庁
長
官
決
定
）
に
お
い
て
、
「
金
融
機
関
と
そ
の
経
営
者
等
が
遵
守
す
べ
き
具
体
的
な
法
令
等
」
と
し
て
、
「
不

法
な
使
途
目
的
に
対
す
る
貸
付
」
等
に
関
す
る
法
令
等
を
掲
げ
、
こ
う
し
た
法
令
等
を
遵
守
す
る
態
勢
の
整
備
や
確
立
の
状

況
等
を
確
認
す
る
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク
管
理
態
勢
に
つ
い
て
も
、
「
審
査
管
理
部
門
に
よ
り
、
与
信
先
の

財
務
状
況
、
資
金
使
途
、
返
済
財
源
等
が
的
確
に
把
握
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
信
用
格
付
の
正
確
性
が
検
証
さ
れ
る
な
ど
、

適
切
な
審
査
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
か
」
及
び
「
健
全
な
融
資
態
度
（
健
全
な
事
業
を
営
む
融
資
先
、
特
に
中
小
・
零
細
企

業
等
に
対
す
る
円
滑
な
資
金
供
給
の
実
行
、
投
機
的
不
動
産
融
資
や
過
剰
な
財
テ
ク
融
資
等
の
禁
止
、
及
び
反
社
会
的
勢
力

に
対
す
る
資
金
供
給
の
拒
絶
な
ど
を
含
む
。
）
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
」
を
確
認
す
る
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
基

づ
き
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
金
融
機
関
の
法
令
等
遵
守
態
勢
又
は
リ
ス
ク
管
理
態
勢
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
是

正
さ
せ
る
た
め
、
法
令
に
の
っ
と
り
適
切
に
対
応
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
な
い
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

個
別
の
金
融
機
関
の
個
別
の
取
引
に
つ
い
て
の
調
査
の
有
無
や
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
金
融
機
関
等
の
正
当
な

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
一
般
に
監
督
当
局
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
金
融
機
関
の
法
令
等
遵
守
態
勢
又
は
リ
ス
ク
管
理
態
勢
に
問
題
が
あ
る

場
合
に
は
、
こ
れ
を
是
正
さ
せ
る
た
め
、
法
令
に
の
っ
と
り
適
切
に
対
応
し
て
い
る
。

二


